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第
十
五
条
第
一
項
の
表
課
の

「
主
幹
」
を
「
主
幹

主
査
」

員
」
を
「
学
校
職
員
」
に
改
め

る
。十

五

図
書
館
、
博
物
館
、

と
。

第
十
二
条
の
表
学
校
安
全
・

八

学
校
体
育
関
係
団
体
の

九

学
校
保
健
関
係
法
人
及

第
十
二
条
の
表
学
校
安
全
・

第
十
一
条
の
表
学
校
安
全
・

る
。第

十
二
条
中
「
（
次
項
に
規

第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第

同
表
教
職
員
課
の
項
中
第
七
号

校
教
育
課
の
項
第
一
号
中
「
山

山
口
県
立
中
等
教
育
学
校
及
び

校
」
と
い
う
。
）
の
学
校
職
員

第
七
款

総
合
教
育
支
援
セ

第
八
款

青
年
の
家
（
第
六

第
九
款

少
年
自
然
の
家
（

第
十
款

青
少
年
野
外
活
動

第
十
一
款

青
少
年
交
流
施

「
第
六
款

総
合
教
育
支
援
セ

第
七
款

青
少
年
自
然
の
家

九
十
条
）
」
を
「
（
第
六
十
九

条
）
」
に
、
「
（
第
九
十
二
条

山
口
県
教
育
委
員
会
行

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
（
第
五
十
五
条
の

「
第
六
款

体
育
施
設
（
第
六

項
中
「
主
査
」
を
「
副
課
長
」
に

に
改
め
る
。

、
同
表
社
会
教
育
・
文
化
財
課
の

文
書
館
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

体
育
課
の
項
第
八
号
及
び
第
九
号

連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

び
学
校
体
育
関
係
法
人
に
関
す
る

体
育
課
の
項
第
十
号
か
ら
第
十
二

体
育
課
の
項
中
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興

定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削

九
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
三

を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し

口
県
立
学
校
及
び
」
を
「
山
口
県

山
口
県
立
特
別
支
援
学
校
（
以
下

並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号

ン
タ
ー
（
第
六
十
三
条

第
六
十

十
九
条

第
七
十
三
条
）

第
七
十
四
条

第
八
十
二
条
）

セ
ン
タ
ー
（
第
八
十
三
条

第
八

設
（
第
八
十
六
条
の
六

第
八
十

ン
タ
ー
（
第
六
十
条

第
六
十
四

（
第
六
十
五
条

第
六
十
八
条
）

条

第
七
十
二
条
）
」
に
、
「
（

）
」
を
「
（
第
七
十
四
条
）
」
に

政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

織
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県

二

第
六
十
条
）
」
を
「
（
第
五

十
一
条

第
六
十
二
条
）

一

改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
課
の
項

項
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改

及
び
青
少
年
自
然
の
家
に
関
す
る

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
と
。

号
ま
で
を
削
る
。

班
」
を
「
学
校
体
育
班
」
に
改

り
、
同
条
の
表
教
育
政
策
課
の
項

十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ

、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
表

立
高
等
学
校
、
山
口
県
立
中
学
校

こ
の
表
に
お
い
て
「
山
口
県
立

中
「
校
長
、
教
員
そ
の
他
の
教
育

八
条
）

を

十
六
条
の
五
）

六
条
の
九
）

」

条
）

」
に
、
「
（
第
八
十
七
条

第
九
十
一
条
）
」
を
「
（
第
七
十

改
め
る
。

規
則

教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一

十
六
条

第
五
十
九
条
）
」
に
、

中 めこ め中、高、学職 第三 部

教

育

委

員

会
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第第
例
」
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（号 外 ）

第
の
四

条
と第第

三
条第第

八
十
五
条
を
第
六
十
七
条
と
し
、

八
十
四
条
中
「
青
少
年
野
外
活
動

「
対
す
る
」
の
下
に
「
自
然
の
観
察

泊
研
修
又
は
団
体
宿
泊
研
修
」
に

八
十
五
条
中
「
青
少
年
野
外
活
動

の
よ
う
に
改
め
る
。

施
設
の
使
用
日
又
は
使
用
時
間

八
十
五
条
第
三
号
中
「
使
用
」
を

施
設
の
使
用
の
許
可
を
取
り
消

山
口
県
油
谷
青
少
年
自
然
の

山
口
県
秋
吉
台
青
少
年
自
然

山
口
県
十
種
ヶ
峰
青
少
年
自

山
口
県
由
宇
青
少
年
自
然
の

四
章
第
一
節
第
十
款
中
第
八
十
三

四
章
第
一
節
第
八
款
及
び
第
九
款

「
第
十
款

青
少
年
野
外
活
動
セ
ン

八
十
三
条
中
「
山
口
県
青
少
年

に
、
「
青
少
年
野
外
活
動
セ
ン
タ

う
に
改
め
る
。

名

五
十
六
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
を

を
第
五
十
八
条
と
し
、
第
五
十
五

す
る
。

四
章
第
一
節
第
六
款
を
削
る
。

四
章
第
一
節
第
七
款
中
第
六
十
三

ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
六
十
七
条
を

六
十
八
条
中
「
第
六
十
三
条
」
を

四
章
第
一
節
第
七
款
を
同
節
第
六

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

セ
ン
タ
ー
」
を
「
青
少
年
自
然

及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号

改
め
、
同
条
を
第
六
十
六
条
と

セ
ン
タ
ー
」
を
「
青
少
年
自
然

を
変
更
す
る
こ
と
。

「
施
設
の
使
用
」
に
改
め
、
同

し
、
又
は
そ
の
使
用
を
拒
む
こ

家

長

門

の
家

美

祢

然
の
家

山

口

家

岩

国

条
を
第
六
十
五
条
と
す
る
。

を
削
る
。

タ
ー
」
を
「
第
十
款

青
少
年

野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
」
を

ー
の
」
を
「
青
少
年
自
然
の
家

称

位

削
り
、
第
五
十
五
条
の
五
を
第

条
の
三
を
第
五
十
七
条
と
し
、

条
を
第
六
十
条
と
し
、
第
六
十

削
る
。

「
第
六
十
条
」
に
改
め
、
同
条

款
と
す
る
。

る
。

の
家
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号

中
「
集
団
宿
泊
訓
練
」
を
「
集

す
る
。

の
家
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

と
。

市市市市

自
然
の
家
」
に
改
め
る
。

「
山
口
県
青
少
年
自
然
の
家
条

の
」
に
改
め
、
同
条
の
表
を
次

置

五
十
九
条
と
し
、
第
五
十
五
条

第
五
十
五
条
の
二
を
第
五
十
六

四
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
を

を
第
六
十
四
条
と
す
る
。

会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

別
表
第
一

組
織
上
の
職
の

る
。別

表
第
二
の
一

組
織
上
の

「
室

長

上
司
の
命

「
室

長

上
司
の
命

教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職

公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

教
育
委
員
会
事
務
局
等

教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
九
十
一
条
第
二
号
の
表
山

三
条
と
す
る
。

第
六
章
中
第
九
十
二
条
を
第

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四

（
青
少
年
自
然
の
家
の
管
理
運

第
六
十
八
条

前
三
条
に
規
定

事
項
は
、
山
口
県
青
少
年
自

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
十
六
条
か
ら
第
八
十
六

第
四
章
第
一
節
第
十
款
を
同

第
四
章
第
一
節
第
十
一
款
を

第
四
章
第
二
節
中
第
八
十
七

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
本
庁
に
関
す
る
部
分
中
「
調
整

職
の
表
本
庁
の
項
中

を
受
け
て
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

を
受
け
て
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

日
二
号

の
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る

員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

口
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
の
項

七
十
四
条
と
す
る
。

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

営
）

す
る
も
の
の
ほ
か
、
青
少
年
自
然

然
の
家
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
山

条
の
五
ま
で
を
削
る
。

節
第
七
款
と
す
る
。

削
る
。

条
を
第
六
十
九
条
と
し
、
第
八
十

に
改
め
る
。

監
」
の
下
に
「
、
副
課
長
」
を
加

」
を

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

山
口
県
教
育
委
員
会

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
教
育
委

を
削
り
、
第
五
章
中
同
条
を
第
七

の
家
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
必
要

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）

八
条
か
ら
第
九
十
条
ま
で
を
十
八

二

え に員 十 なに条



平成

山

年 月 日 金曜日

え
るこ教

こ
こ

山 口 県

山
口第

サ
ー

れ
て

号
）

立
支

業
の

促
進

報

る
規

山
山

（号 外 ）

こ山口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四

た
め
赴
き
、
又
は
見
送
る
た
め
赴

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
員
の

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の

五
条
第
二
号
中
「
第
六
条
の
二
第

ビ
ス
を
行
う
施
設
若
し
く
は
同
法

帰
宅
す
る
」
を
「
を
行
う
施
設

第
十
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事

援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

う
ち
日
中
一
時
支
援
事
業
を
行
う

事
業
と
し
て
実
施
す
る
放
課
後
等

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等

正
す
る
規
則

口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員

副

課

長

課
長
を
た
す
け
、

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員号

く
」
に
改
め
る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規山

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

二
項
」
を
「
第
六
条
の
二
第
四

第
六
条
の
三
第
二
項
」
に
、
「

、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和

業
に
お
け
る
相
互
援
助
活
動
を

十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項

施
設
又
は
学
校
・
家
庭
・
地
域

に
お
け
る
学
習
そ
の
他
の
活
動 山

号
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時

の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に

上
司
の
命
を
受
け
て
課
の
事
務
を
整

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

口
県
教
育
委
員
会

。項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ

に
係
る
施
設
か
ら
当
該
子
を
連

二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一

行
う
場
所
若
し
く
は
障
害
者
自

に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
事

の
連
携
に
よ
る
教
育
支
援
活
動

を
行
う
場
所
に
当
該
子
を
出
迎

口
県
教
育
委
員
会

間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年

理
す
る
。

」

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
立
高
等
学
校
等

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

市
町
立
学
校
職
員
の
勤

市
町
立
学
校
職
員
の
勤
務
成

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

付
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十

る
。

附

則

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

市
町
立
学
校
職
員
の
勤
務
成

る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

教
育
委
員
会
の
任
命
に

則

教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る

育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一

第
二
条
の
表
教
育
委
員
会
事

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
青
少

め
る
。

理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二

正
す
る
。

ら
施
行
す
る
。

理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

日
六
号

の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

五
号

務
成
績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の

績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

に
改
正
す
る
。

四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成

ら
施
行
す
る
。

績
の
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部

日 係
る
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

務
局
及
び
学
校
以
外
の
教
育
機
関

年
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
」
を
「
及

三

年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会

改
正
す
る
規
則

一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
十
三
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規

二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

山
口
県
教
育
委
員
会

る
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

扱
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県

に
勤
務
す
る
職
員
の
項
中
「
、
総

び
総
合
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に

二 則め す 規教合改



平

六
呂

成 年 月 日 金曜日

山
会
規第第別

山 口

山
公
布

山

県 報

山
口

中め
、

総「同
表

学
校こ

（号 外 ）

別
「年

師
中
学
校
区
に
限
る
。
）
」
に
改

山
口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の

則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

五
条
第
一
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改

ロ

申
請
者
が
同
居
し
よ
う
と
す

五
条
第
二
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改

イ

申
請
者
が
新
た
に
同
居
し
よ

表
第
二
中
「
六
呂
師
中
学
校
区
」

口
県
立
高
等
学
校
全
日
制
課
程
の

す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七

県
立
田
布
施
工
業
高
等
学
校
の
項

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表

同
表
山
口
県
立
徳
山
総
合
支
援
学

合
支
援
学
校
の
項
中
「

」
を

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
山
口

山
口
県
立
下
関
総
合
支
援
学
校
の

の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

表
の
１
の
表
山
口
県
立
柳
井
商
工

」
に
改
め
、

止
停

を
集

募
徒

生
ら

か
度

。
る

す

め
る
。

程
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則

通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
昭

う
に
改
正
す
る
。

め
る
。

る
者
の
住
民
票
の
写
し

め
る
。

う
と
す
る
保
護
者
の
住
民
票
の

を
「
柱
野
中
学
校
区
（
平
成
二

通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一山

号
を
削
り
、
別
表
の
４
の
表
山
口

山
口
県
立
周
南
総
合
支
援
学
校
の

校
の
項
中
「

」
を
「

」
に

「

」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立

県
立
宇
部
総
合
支
援
学
校
の
項

項
中
「

」
を
「

」
に
改
め

る
。

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

高
等
学
校
の
項
中

「

御
制

・
械

機
程

課
制

日
全

及
科

」
を
削
り
、
同
表
山
口
県
立
田

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
五
年
山
口
県
教
育
委
員

写
し

十
二
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

口
県
教
育
委
員
会

県
立
岩
国
総
合
支
援
学
校
の
項

項
中
「

」
を
「

」
に
改

改
め
、
同
表
山
口
県
立
山
口
南

山
口
総
合
支
援
学
校
の
項
中

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

、
同
表
山
口
県
立
萩
総
合
支
援

」
を

平
、

は
科

報
情

・
築

建
び

成

布
施
農
業
高
等
学
校
の
項
及
び

第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
青

附

則

第
三
条
第
一
項
第
二
号
を
次

二

応
募
に
係
る
青
少
年
自

第
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号

三

青
少
年
自
然
の
家
の
管

第
三
条
第
二
項
第
三
号
中
「

第
四
条
中
第
三
号
を
第
四
号

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

山
口
県
青
少
年
自
然
の

第
一
条
中
「
山
口
県
青
少
年

に
、
「
青
少
年
野
外
活
動
セ
ン

第
二
条
中
第
五
号
を
第
六
号

一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を

山
口
県
青
少
年
野
外
活
動
セ

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
青
少
年
野
外
活

山
口
県
青
少
年
野
外
活
動
セ

別
記
第
一
号
様
式
（
そ
の
一

別
記
第
一
号
様
式
（
そ
の
二

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

少
年
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
」
を
「

の
よ
う
に
改
め
る
。

然
の
家
の
名
称
及
び
位
置

を
加
え
る
。

理
に
係
る
事
業
計
画

青
少
年
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
」
を

と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、

行
わ
せ
る
青
少
年
自
然
の
家
の
名

。。家
規
則

野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
」
を

タ
ー
の
」
を
「
青
少
年
自
然
の
家

と
し
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

る
。

行
わ
せ
よ
う
と
す
る
青
少
年
自
然

ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

日
八
号

動
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正

ン
タ
ー
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
山

）
の
添
付
書
類
２
を
次
の
よ
う
に

）
の
添
付
書
類
１
を
次
の
よ
う
に

年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

青
少
年
自
然
の
家
」
に
改
め
る
。

「
青
少
年
自
然
の
家
」
に
改
め
る

第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の

称
及
び
位
置

「
山
口
県
青
少
年
自
然
の
家
条
例

の
」
に
改
め
る
。

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に

の
家
の
概
要

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会

す
る
規
則

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）

改
め
る
。

改
め
る
。

だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は

四

。前 」第 の 、



平成

山

年 月 日 金曜日

こ山
山

山 口 県

山
山

る
。

報

山
山こ山

（号 外 ）

こ山

山
口
県
青
少
年
交
流
施
設
規
則

口
県
青
少
年
交
流
施
設
規
則
（
平

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

口
県
青
少
年
交
流
施
設
規
則
を
廃

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

山
口
県
少
年
自
然
の
家
規
則
を

口
県
少
年
自
然
の
家
規
則
（
昭

附

則

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九

山
口
県
青
年
の
家
規
則
を
廃
止

口
県
青
年
の
家
規
則
（
昭
和
四
十

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

口
県
少
年
自
然
の
家
規
則
を
廃
止

の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

口
県
青
年
の
家
規
則
を
廃
止
す
る

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

を
廃
止
す
る
規
則

成
九
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す山

一
号

山

号
廃
止
す
る
規
則

和
四
十
八
年
山
口
県
教
育
委
員
会

号
す
る
規
則

四
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。山

則
第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

る
。

口
県
教
育
委
員
会

口
県
教
育
委
員
会

規
則
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

。 口
県
教
育
委
員
会

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

第
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う

別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記

附

則

２

本
庁
の
課
の
文
書
取
扱

が
指
定
す
る
職
員
）
を
も
主つ

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局

る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

山
口
県
教
育
委
員
会
事

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
体
育
施
設
規
則

山
口
県
体
育
施
設
規
則
（
昭

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四

山
口
県
体
育
施
設
規
則
を
廃

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

等
公
文
書
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十

正
す
る
。

に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「

査
主

）
括

総

」
を

任
は
、
副
課
長
（
副
課
長
が
置

て
充
て
る
。

か

等
公
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改

日務
局
等
公
文
書
取
扱
規
程
の
一
部

十
二
号

を
廃
止
す
る
規
則

和
四
十
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
号

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

日

五

四
年
山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

「

長
課

副

」
に
改
め
る
。

れ
て
い
な
い
課
に
あ
つ
て
は
、
課

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

山
口
県
教
育
委
員
会

を
改
正
す
る
訓
令

則
第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

。山
口
県
教
育
委
員
会

一長 め
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